
本協会の今後の取組み等について

平成２４年３月２６日
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１．本協会の概要

名称： 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会（注）

（英文名： Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association）

所在地： 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8（東京証券会館6階）

目的： 正会員の行う、第二種金融商品取引業を公正かつ円滑にし、並びに第二種
金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

業務： 正会員が上記目的の業務を行うに当たり、金融商品取引法などの法令等及
び本協会の自主規制規則などを遵守し、投資者保護を図るため、正会員への指
導・勧告などを行う。

会員： 正会員35社、後援会員7団体（平成24年3月26日現在）

（注）本協会は、平成23年6月30日付けで、金商法上の認定金融商品取引業協会として、認定を
得ております。
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２．本協会の設立に至る経緯（その1）

平成19年6月： 金融商品取引業協会懇談会 「金融商品取引業協会のあり

方について」（中間論点整理）

 集団投資スキームの自己募集業及び信託受益権販売業についても、法
的規制と自主規制の二重構造が構築されることが望ましく、今後、日本
証券業協会内で、これらの「自主規制の隙間」について、検討を進めてい
くことが適当。

平成19年9月： 金融商品取引法 施行

平成22年3月： 日本証券業協会 第二種業の自主規制に関する勉強会

「第二種金融商品取引業の自主規制に向けて」（論点整理）

 現在、金商法上の自主規制が存在していない、いわゆるファンドの自己
募集業及び信託受益権販売業を中心に自主規制を行う一般社団法人
（自主規制機関）を設立する。

 設立当初は、自主規制の体制整備が進んでいる業者を中心に運営を開
始し、段階的に、幅広くカバーする。 4



２．本協会の設立に至る経緯（その2）

平成22年10月： ファンド販売業者に対する検査結果について（証券取引等
監視委員会）

 35の検査実施先のうち、25先（約7割）において、法令違反等の事実が認
められた。

 第二種金融商品取引業協会においては、今後、自主規制機関としての
役割を十分に発揮し、ファンド販売業者をはじめとする会員業者の法令
遵守の徹底に資することが強く期待される。

平成22年11月： 本協会 設立

平成22年12月： 本協会 業務開始

平成23年6月： 本協会 金商法上の認定協会としての認定を取得
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（参考）自己募集業、みなし有価証券の売買等業務とは

・ 本協会は、第二種金融商品取引業のうち、自己募集業とみなし有価証券の売買
等業務（自己募集その他の取引等）を自主規制の対象としております。

①自己募集業（金商法第2条第8項第7号に掲げる行為（同号のヘ及びトに掲げる有
価証券に限る））

組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契
約、社団法人の社員権その他の権利などについて、募集又は私募を行うこと。

②みなし有価証券（金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同号各号
に掲げる権利）についての売買その他の取引等

信託の受益権、合名会社・合資会社・合同会社の社員権、組合契約、匿名組合
契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業契約、社団法人の社員権そ
の他の権利、学校債などについて、売買、売買の媒介・取次・代理、売出し、募集
・売出しの取扱、私募の取扱いを行うこと。

6



３．本協会の組織

正会員総会

理事会
（会長、理事、監事）

政策委員会

規律委員会
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（定款変更、予算・決算 など）

・正会員の処分、勧告事案
について審議

・予算・決算、会費等の検討
・自主規制規則の制定・改廃
・研修制度の立案・運営
・取引等の知識の普及・啓発
・意見表明、要望等への取組み

（注）政策委員会の下に、「自主規制規則に関する検
討会合」及び「研修制度に関する検討会合」を設置。事務局



４．自主規制規則

・ 本協会の自主規制規則は、既存の自主規制機関（日証協、金先協、投
信協、投資顧問協）の規則を参考として、総則的な項目を中心に構成。

・ 個別商品の自主規制規則については、正会員の業態が多様となり、商
品間のバランスを考慮できるような環境が整った時点で検討を行う。

【現行の規則】

①広告等の表示及び景品類の提供に関する規則

②投資勧誘及び顧客管理等に関する規則

③第二種業内部管理統括責任者等に関する規則及び細則

④正会員の処分等に関する規則

⑤監査規則

⑥苦情処理規則

⑦反社会的勢力との関係遮断に関する規則

⑧個人情報の保護に関する指針
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５．主な規則の内容（その１）

①広告等の表示及び景品類の提供に関する規則

・ 広告審査担当者を配置し、広告等の審査を実施すること。

②投資勧誘及び顧客管理等に関する規則

・ 集団投資スキーム持分について自己募集その他の取引等を行うとき
は、顧客の出資金銭と事業者の個別財産が分別管理されていることを
確認すること。

・ 顧客管理記録を作成・保存すること。

③第二種業内部管理統括責任者等に関する規則及び細則

・ 内部管理統括責任者、内部管理責任者、営業責任者を選任し、研修
を受講すること。

④正会員の処分等に関する規則
9



５．主な規則の内容（その２）

⑤監査規則

・ 書面監査及び実地監査の手続きに関する事項

⑥苦情処理規則

・ FINMACを通じた苦情・あっせん手続きに関する事項

⑦反社会的勢力との関係遮断に関する規則

・ 反社会的勢力との関係遮断のための基本方針を策定・公表すること。

・ 役職員へ研修等を実施すること。

⑧個人情報の保護に関する指針

・ 個人情報の漏えい、不正流出等の防止のため管理態勢を整備すること。
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６．正会員、賛助会員、後援会員

（1） 正会員（入会金100万円、年会費50万円）

金融商品取引業者及び登録金融機関のうち、自己募集その他の取引等を業
として行う者であって、理事会の承認を受けた者とする。

【本協会の自主規制の遵守義務あり】

（2） 賛助会員（年会費20万円（FINMACに個別利用登録する場合は10万円を減額））

本協会の目的に賛同する自己募集その他の取引等を業として行う者であって、
その行う業務について、宅地建物取引業に基づき不動産信託受益権等の取引
に係る投資者の保護等に関する規制が適用される者であって、その主とする業
務が金融商品取引業以外の業務であると本協会が認める者）とする。

【本協会の自主規制の遵守義務なし】

（3） 後援会員

本協会の活動を後援する者であって、本協会が認める者とする。

（注）正会員及び賛助会員の入会初年度の会費は、どちらも月割り按分となります。
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７．本協会の今後の取組み（その1）

・ 正会員に対する法令、諸規則等の遵守の徹底、教育研修の実施

⇒ 「本協会の研修制度のあり方について（論点整理）」（平成24年2月3日：
http://www.t2fifa.or.jp/houkoku/index.html）に基づき、平成24年度から、順次、
実施予定（講師は、行政当局や弁護士など外部の識者を招聘予定）。

⇒金融商品取引業者として、法令等遵守の体制・態勢などに関する整備状況を
本協会に報告することで社内態勢の状況を確認するため、「自主点検報告書」
（仮称）の制度を検討中。平成24年度から、順次、実施予定。

・ 自己募集その他の取引等に関する販売実態等の調査の実施

⇒ 現在、正会員の事業報告書などに基づき精査中。今後、自主規制的機能及
び業界活動的機能の機能発揮に活用予定。併せて、将来に向けた会費見直しに
着手。
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７．本協会の今後の取組み（その2）

・ 自己募集その他の取引等に関する知識の普及・啓発

⇒ 一般投資者向けに、Q&A、取引事例集などをHPに掲載予定。

・ 正会員への支援

⇒ 警察当局等との連携を図り、正会員の反社会的勢力排除に向けた取組みへ
の必要な支援を行う。

⇒ 正会員のコンプライアンス態勢の整備への支援を行うため、コンプライアンス
相談室（仮称）を設置する予定。

・ 正会員間、関係団体等との意思疎通の促進、要望等への取組み

⇒ 規制緩和等の各種要望について取組みを行う。

・ 財務基盤の安定

⇒ 現在、正会員数の増加に向けた取組み（当面100社を目指す）を推進。
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・ お問い合わせ先

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 事務局

（電話） 03-3667-2461

（事務局 E-mail)  jimukyoku@t2fifa.or.jp

（HPアドレス） http://www.t2fifa.or.jp/
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